
 

 

 

 

 

 

 

◆植物を提供してくださる方 

令和５年４月３日（月）～４月１２日（水）の受付期間に、 

協会にお電話してください。 

提供していただける植物の種類などお伺いします。（☎５８５－４７４０） 

令和５年４月１７日（月）～４月１８日（火）の回収期間
に提供してくださる植物を、緑化協会事務所までお持ちください。持込みが無理な方は、受付

のお電話の時に、「回収で」とおっしゃってください。上記期間中にご自宅まで回収に伺います。 

回 収 時 の 注 意 点 

・ ご自宅での回収については時間の指定ができません。指定日の午前か午後となります。 

・ 回収できる植物は、手で持ち運びができる程度の、大きさ、重さに限ります。 

また、地植えの植物を職員が掘り出しての回収などは致しかねます。 

◆植 物 の 配 布  

日  時：令和５年４月２２日（土）午前９時３０分～  

場  所：緑化協会事務所前（神明２－１３－１） 

その他：腐葉土、肥料等販売及び「花と緑の健康相談」を行います。 

ご家庭で増えすぎた球根や花苗、小さめの植木 

などご提供いただけませんか？ 

いただいた植物を市民のみなさまに配布します。 

主催：（公財）日野市環境緑化協会 

配布する植物は年度によって異なります。 


